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青森県農業農村整備工事契約後ＶＥ方式試行要領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、青森県農林水産部農村整備課が所掌する農業農村整備事業等の工事に

おいて契約後ＶＥ方式（以下、「契約後ＶＥ」という。）を試行するにあたり、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この要領における「契約後ＶＥ」とは、工事の契約締結後に、請負者から、発注者

が設計図書等に指定した施工方法等（以下、「標準案」という。）に対し、コスト縮減が可

能となる施工方法に関する技術提案（以下、「ＶＥ提案」という。）を受け付け、発注者の

審査で承認された場合、そのＶＥ提案を基に工事の施工等を行う方式をいう。 

 

（対象工事） 

第３条 契約後ＶＥの対象となる工事（以下、「対象工事」という。）は、原則として、請負

工事設計額が５千万円以上の工事とする。 

２ 請負工事設計額が５千万円未満の工事においては、設計図書に定める目的物の機能、性

能等を低下させることなく主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能とな

る提案が期待されるもので、地域県民局地域農林水産部長が必要と認める工事を対象工事

とする。 

３ 対象工事については、契約後ＶＥである旨を工事請負契約書に明記するものとし、契約

条項に追加すべき項目の記載例を別紙に示す。 

 

（対象工事に係る周知） 

第４条 発注する工事が契約後ＶＥの対象工事であることについての周知は、入札実施公告

（指名競争入札にあっては指名通知。以下同じ。）において次の事項を明示することによ

り行うものとする。 

（１）当該入札実施公告に係る工事が契約後ＶＥの対象工事であること。 

（２）契約後に、標準案に対し、それと異なる施工方法等に関してＶＥ提案を受け付けるこ

と。 

（３）審査の結果、ＶＥ提案が採用されない場合があること。 

（４）ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その

後の工事において提案者に通知することなく無償で使用できるものとすること。ただし、

工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでないこと。 

（５）発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案

を行った請負者の責任が軽減されるものではないこと。 

 

（ＶＥ提案を求める範囲） 
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第５条 ＶＥ提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工

方法等に係る変更により、請負代金額の低減を伴うものとする。 

２ 以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めないものとする。 

（１）施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 

（２）工事請負契約書第１８条に基づき条件変更が確認された後の提案 

（３）入札公告で競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似工事の範囲を越えるよう

な工事材料、施工方法等の変更の提案 

 

（提案の提出） 

第６条 請負者がＶＥ提案を行う場合は、その内容を明示した契約後ＶＥ提案書（様式－１

～ ４）を提出するものとする。 

２ 契約後ＶＥ提案書の提出期限は、原則として、契約締結の日から当該提案に係る部分の

工事に着手する３５日前までとし、工期設定において１５日以上の提案準備期間が確保さ

れるよう配慮するものとする。 

３ 契約後ＶＥ提案書を提出する回数は、原則として１回とするが、工事の実情に照らし適

宜提出できるものとする。 

 

（提案の審査等） 

第７条 提出されたＶＥ提案の審査及び採否の決定は、青森県農林水産部建設工事総合評価

競争入札事務取扱要領に定める地域県民局農業農村整備工事技術審査会が行うものとする。

なお、必要に応じて学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。 

２ ＶＥ提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性及び標準案と比較した経済性等を

評価するものとする。  

 

（提案の採否の通知等） 

第８条 発注者はＶＥ提案の採否について、ＶＥ提案採否通知書（様式－５）により、ＶＥ

提案書の受領後１４日以内に通知する。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長

することができるものとする。 

２ 発注者は、ＶＥ提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するも

のとする。 

 

（設計変更等） 

第９条 ＶＥ提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は設計図書

の変更を行わなければならない。 

２ 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるとき

は請負代金額を変更しなければならない。 

３ 前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる

額の１０分の５に相当する金額（以下、「ＶＥ管理費」という。）を削減しないものとする。 



－ 3 － 

４ ＶＥ提案が適正と認められた後、工事請負契約書第１８条の条件変更が生じた場合、Ｖ

Ｅ管理費については、原則として、変更しないものとする。  

なお、発注者は、ＶＥ提案が適正と認められた後、工事請負契約書第１８条の条件変更

が生じた場合、請負者に対してＶＥ提案に対する変更提案を求めることができるものとす

る。 

５ 採用しなかったＶＥ提案内容を、その後設計変更において反映し、減額処理する等の対

応は行わないものとする。 

 

（提案書類の作成費用） 

第１０条 ＶＥ提案書等の作成に要する費用は、請負者の負担とする。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別

に定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。  
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別紙 

 

工事請負契約書の追加条項（記載例） 

 

（設計図書の変更に係る乙の提案） 

第１９条の２ 乙は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下

させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更につ

いて、甲に提案することができる。 

２ 甲は、前項の規定に基づく乙の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正

であると認められるときは設計図書を変更し、これを乙に通知しなければならない。 

３ 甲は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められると

きは、請負代金額を変更しなければならない。 
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様式－１  

平成  年  月  日 

 

○○地域県民局長 殿  

 

請負者  

住所又は所在地  

氏名又は名称及び代表者氏名 印  

 

 

契 約 後 Ｖ Ｅ 提 案 書 

 

工事請負契約書第１９条の２に基づき、ＶＥ提案書を提出します。  

 

工  事  名  

契約締結日 平成  年  月  日 
連絡者 

氏名： 

TEL ： 

FAX ： 

ＶＥ提案の概要 

番 号 項 目 内 容 概算低減額（千円） 

   

   

   

   

   

   

概 算 低 減 額 合 計  

ＶＥ提案の詳細 

（１）設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比等（様式－２） 

（２）ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠（様式－３） 

（３）その他（様式－４）、詳細資料及び図面 

注）概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。 
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様式－２  

（契約後ＶＥ用） 

番号  項目内容  

 

（１）設計書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比 

【現状】・・・略図等 

 

【改善案】・・・略図等 

 

 

（２）提案理由 

 

 

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工条件、施工要領等を記入） 

 

 

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等） 

 

 

（５）その他 
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様式－３  

（契約後ＶＥ用） 

番号  項目内容  

 

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠 

【現状】                   （金額単位：千円） 【改善案】                  （金額単位：千円） 

名 称 規格等 単位 数 量 単 価 金 額 名 称 規格等 単位 数 量 単 価 金 額 
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様式－４  

（契約後ＶＥ用） 

番号  項目内容  

 

（１）甲が別途発注の関連工事との関係 

 

（２）工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項 

 

（３）ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項 
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様式－５  

○○○○第     号  

平成  年  月  日  

 

○○○○○ 殿  

 

 

○○地域県民局長  印  

 

 

Ｖ Ｅ 提 案 採 否 通 知 書 

 

平成  年  月  日付けで提出されたＶＥ提案に対する審査結果について、下記のと

おり通知します。  

 

記 

 

工  事  名  

契約締結日 平成  年  月  日 

ＶＥ提案項目数： 

採 用 項 目 数： 

不採用項目数： 

ＶＥ提案に対する「採否」及び不採用の場合その理由 

番号 項 目 内 容 採否の区分 採否の理由 特記事項 
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年  月  日 

 

           殿 

                               〇〇地域県民局長 

 

条件付き一般競争入札実施公告 

 

 下記の工事については、条件付き一般競争入札（地域限定型（単体Ⅰ・Ⅱ））により契約を締結し

ますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の６第

１項の規定により公告します。 

 

記 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 工事番号   第   号 

 (2) 工 事 名 

 (3) 工事場所 

 (4) 工  種 

 (5) 工  期     年  月  日（契約書取交わしの日から     日間） 

 (6) 工事概要（規模、型式、工法等） 

 (7) 予定価格（消費税及び地方消費税を含む。）      円 

  (8) 本工事は、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合

評価一般競争入札の方法による。 

(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案（以下「ＶＥ提案」という。）を受け付ける契約

後ＶＥ方式の試行工事である。 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

次の各号に該当することについて、あらかじめ、３に定めるところにより審査を受けた者であ

ること。 

 (1) 政令第１６７条の４第１項に規定する者に該当しないこと。 

 (2) 青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号。以下「財務規則」という。）第１２

８条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 

 (3) 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（平成２年３月青森県規則第

１８号。以下「参加資格規則」という。）第５条第１項の規定により一般競争入札に参加する

資格があると認定された者であること。 

(4) 〇〇県民局管内（〇〇市・町・村）に本店を有していること。 

(5) 参加資格規則第６条の規定により、    工事で   級に決定されていること（及び青

森県建設工事共同企業体取扱要領（平成２年４月１日付け青監第２号）第１３条第１項の規定

により、    工事で   級に決定されていること）。 

地域限定型（単体Ⅰ・Ⅱ）の場合 

※総合評価方式の簡易型Ⅰ及びⅡの場合を想定 
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(6)    工事の建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第１項の規定による経

営事項審査の直近年度の総合評定値が、   点以上であること。（地域限定型（単体Ⅱ）は

除く。） 

(7)  過去１０年間に同種の建設工事（工事種別      で、かつ、契約金額     円

以上のものに限る。）の施工実績（下請負人としてのものを除く。）を有する者であること。た

だし、共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率２０パーセント以上の場合に限る。 

(8) 労働保険（労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）及び社会保険（健康保険及び厚生年

金保険又は船員保険をいう。）に加入し、かつ、保険料の滞納がないこと。 

(9) 青森県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

(10) 建設業法第２６条に規定する専任の主任技術者又は監理技術者を設置することができること。

ただし、主任技術者にあっては（１・２）級相当の国家資格を有するものに限る。 

(11) 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、知事の

指名停止の措置を受けていないこと。 

(12) 参加資格規則第５条第１項の規定により一般競争入札に参加する資格があると認定された日

から開札の時までの間に、青森県建設業者等指名停止要領（昭和６０年６月１日付け青監第３

２３号）別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に該当する事実（既に知事の指名停止

の措置が行なわれたものを除く。）がないこと。 

(13) 技術提案書を提出し、技術提案の内容が適正であること。 

 

３ 資格の審査 

入札に参加しようとする者（以下「入札参加希望者」という。）は、あらかじめ、２に定める資

格を有することについて、次に従い、条件付き一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請

書」という。）により、審査を受けなければならない。 

(1) 提出期限    年  月  日（持参に限る。） 

(2) 提出部数  １部 

(3) 提出場所    県    市（町・村）     地域県民局      部 

(4) そ の 他 

ア 申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 

イ 資格の審査結果については、申請者に対して、別に通知する。 

ウ ２に定める資格を得られなかった者は、イの通知を受けた日の翌日から３日（日曜日、土

曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休

日」という。）を除く。）以内に、書面をもって、その理由の説明を求めることができる。 

エ 提出した申請書の差替えは、原則として認めない。 

 

４ 入札説明書の交付及び設計図書の縦覧 

 (1)  入札説明書の交付 

  ア 期 間    年  月  日から  年  月  日まで（日曜日、土曜日及び休日を

除く） 
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  イ 場 所      県    市（町・村）     地域県民局      部 

  ウ 交付の方法 入札説明書の交付を希望する者は、アの期間内に   地域県民局   部 

課に直接申し込むこと。 

 (2)  設計図書の縦覧 

  ア 期 間    年  月  日から  年  月  日まで（日曜日、土曜日及び休日を

除く） 

  イ 場 所      県    市（町・村）     地域県民局      部 

  ウ 貸与等 入札参加希望者は、設計図書の貸与を受けることができる。 

 (3)  その他 

    入札説明書及び設計図書に対して質問がある場合は、  年 月 日までに、書面により、

地域県民局   部に提出すること。 

 

５ 現場説明 

(1) 日 時    年  月  日 午前（後）  時  分 

(2) 場 所     県   市（町・村） 

 

６ 技術提案、落札者決定基準等 

(1) 技術提案書の提出 

ア 提出期限    年  月  日（参加申込書と併せて提出すること。） 

  イ 提出場所     県   市（町・村）      地域県民局   部 

  ウ 提出部数  １部 

(2) 技術提案書の内容 

   入札説明書による。 

(3) 技術提案書の作成要領 

   入札説明書による。 

(4) 技術提案書の作成に係る説明会の日時及び場所 

ア 日 時    年  月  日  午前（後）  時  分 

  イ 場 所     県   市（町・村）       地域県民局   部 

(5) 技術提案に係るヒアリングの日時及び場所 

ア 日 時    年  月  日  午前（後）  時  分 

  イ 場 所     県   市（町・村）       地域県民局   部 

(6) 総合評価一般競争入札の落札者決定基準 

ア 評価基準 

イ 評価方法 

ウ 落札者の決定方法 

エ  その他 

 (7) その他 

  ア 技術提案の審査結果は、３(4)イの通知とともに、別途書面により通知する。 
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  イ 詳細については、入札説明書による。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

 (1) 日 時    年  月  日 午前（後）  時  分 

 (2) 場 所     県   市（町・村）         地域県民局   部 

 

８ 入札執行回数 

  原則として１回を限度とする。 

 

９ 入札保証金及び契約保証金 

(1) 入札保証金 免除する。 

(2) 契約保証金 
ア 契約金額の１０分の１以上の金額を納付するものとする。ただし、次のいずれかに該当す

るときは、その納付を免除する。 

(ｱ) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 
(ｲ) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

(ｳ) 契約保証金の代え、次に掲げる有価証券等を提供したとき。 

(ⅰ) 国債又は地方債 

    (ⅱ) 政府の保証のある債券 

    (ⅲ) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 

    (ⅳ) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発

行する債券 

(ⅴ) 銀行若しくは知事が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社 

  イ アにかかわらず、青森県低入札価格調査制度運用マニュアル（平成１３年１０月１日付け

青監第８８８号）による調査を受けた者との契約については、契約金額の１０分の３以上の

契約保証金を納付させるものとする。ただし、契約金額の１０分の３以上に相当する額につ

いて、アの(ｱ)から(ｳ)までのいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 

 

１０ 契約の締結 

(1) 落札決定の日から７日以内に契約を締結する。 
(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者

が２に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合、知事の指名停止の措置を受けている場

合又は指名停止要領別表第９号から第１５号までに掲げる措置要件に該当する事実があった場

合には、当該請負契約を締結しない。 

 

１１ 落札者の決定の方法 

予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利

なものをもって申込みをした者を落札者に決定する。ただし、当該価格によっては契約の内容に
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適合した履行がされないおそれがあるとき、又は当該者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すおそれがあって著しく不適当であるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申

込みをした他の者のうち、価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者

とすることがある。 

 

１２ 入札条件 

(1) 財務規則に定める入札者心得書を遵守すること。 

(2) 入札参加者は、入札金額の内訳を明らかにした工事内訳書（設計図書（建築・営繕工事等に

あっては、数量公開における種目別内訳書及び科目別内訳書）に規定する工事内容の数量及び

金額を示したものをいう。）を提出する。 

 

１３ 入札書記載金額等 

(1) 落札者決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札者に記載するこ

と。 

(2) 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 
備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）であ

る。 

 

１４ その他 

(1) 入札の無効 

入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、申請書に虚偽の事実の記載をした者の

した入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

(2) 配置予定監理技術者等の確認 

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターが提供する工事実績情報システム（ＣＯ

ＲＩＮＳ）等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場

合、契約を結ばないことがある。 

(3）低入札価格調査制度対象工事 

(4）低入札価格調査制度における重点対策基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、

特記仕様書により、専任の配置技術者の増員を義務付けるものとする。 

(5）請負代金額が１千万円以上で、かつ工期が１５０日を超える工事については、請負者は契約

締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。 

(6）本件入札は電子入札で行うものであり、入札手続等については、青森県建設工事等電子入札

運用基準（平成１８年９月１日付け青監第３７４号）によるものとする。なお、電子入札シス

テムでの入札手続等が困難な場合は、○○地域県民局長の了承を得て、入札書による入札をす
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ることができる。 

 

 (7) ＶＥ提案 

ア 契約締結後、請負者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることな

く請負代金額を低減することが可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注

者にＶＥ提案することができる。 

イ ＶＥ提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められた場合

には請負代金額の変更を行うものとする。 

ウ  ＶＥ提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、その後の

工事において提案者に通知することなく無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権

等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。 

エ 発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行

った請負者の責任が軽減されるものではない。 

 (8) 留意事項 

ア 申請書及び技術提案書の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

イ 申請書及び技術提案書は、申請者に無断で他の用途に使用することはない。 

ウ  技術提案が適正と認められ入札する場合、入札額は、当該技術提案に基づいたものとしな

ければならない。 

 

１５ 担当課（公所）及び所在地 

(1) 名 称      地域県民局   部   課 

 (2) 場 所     県   市（町・村）          

          （電話   －  －   ） 

 

 

 

用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４縦長とする。 

 

総合評価競争入札が電子入札で可能となるまでは、記載しない。 


